
東日本大震災の教訓を踏まえた防潮堤の設計・施工 

並びに住民への説明について 
 

東北森林管理局 宮城北部森林管理署  

海岸防災林復旧対策事務所 

海岸防災林再生専門官 宮下
みやした

  崇
たかし

 

              治山技術官 水村
みずむら

 年一
としかず

 

 

１ はじめに 

  東北地方太平洋沖地震によって発生した津波は、東北地方沿岸の海岸保全施設等に多大な被害をも

たらし、当署管内の気仙沼地域においても、防潮堤等の治山施設が倒壊、流失、沈下の被害を受けま

した。 
  それらの復旧にあたっては被災状況や被災メカニズムから得られた教訓を踏まえた、あらたな防潮

堤の構造設計が求められています。そこで本発表では、施設の復旧方針とそれに基づく構造物の設計

および調査・解析方法において、従来の手法に加え、あらたに検討・実施した内容について整理し、

今後の津波被害等に対応した防潮堤設計においての参考となることをねらいとしました。 
 
２ 課題を取り上げた背景 ～被災から復旧方針の決定まで～ 

 (1) 被害の状況 

   平成 23 年 3 月 11 日、三陸沖を震源とする東北地方太平

洋沖地震が発生、それに伴う巨大津波により、東日本各地に

甚大な被害がもたらされました。 
 こうした状況に対応するため、管内の気仙沼地区では、

宮城県知事より要請を受け、国が代行して行う特定民有林

直轄治山施設災害復旧等事業の４箇所（実線枠で表示）と、

国有林野内直轄治山施設災害復旧事業の４箇所（点線枠で

表示）、計８箇所、総延長約 4.4ｋｍ、面積約 16.4ha にお

いて復旧事業を計画しているところです。（図１） 
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海岸の被災状況です。防潮堤のほとんどが転倒・

流失・沈下しており（写真１）、背後の防災林においても全て流出してしまい、陸地だった場所ま

で浸水している状況が確認できます。（写真２） 
 
  
 
 

 
 

図１ 計画箇所図（宮城県気仙沼市）

写真 １ 写真 ２ 

（左から水村さん、宮下さん） 



なお、他の７海岸においても同様の被害があり、早急な対策が必要となっています。 
 

(2) 復旧方針 

 ① 被災のメカニズム （裏法尻部→裏法被覆部→天端被覆部の被害） 
防潮堤は、波浪、高潮、津波等の侵入及び海岸の浸食を防止することにより、海岸防災林の

基礎とすることを目的として

います。（治山技術基準解説〔防

災林造成編〕） 
   右の図は、今回確認された  

防潮堤の被災メカニズムです。

越流した津波が裏法尻を洗掘し、

それをきっかけに裏法･天端被

覆部が流出しました。さらに堤

体土の流出が発生し、こうした

防潮堤は津波の第２波、第３波

に対しては、防災機能を発揮す

ることができませんでした。 
 
 ② 中央防災会議等からの提言 
   こうした状況を受け、中央防災会議では、地震・津波対策に関する専門調査会を設置し、津波

に対する基本的な方針を示しました。 
まず、今次のような千年に１度と言われる巨大で発生頻度のきわめて低い津波を「最大クラス

の津波（レベル２津波）」とし、三陸津波やチリ地震津波など、数十年から百数十年に１度程度

発生する津波を「頻度の高い津波（レベル１津波）」と区分し、レベル１津波に対しては、海岸

堤防により、確実に津波から街を防御する、レベル２津波に対しては、住民の避難を軸とし土地

利用や防災施設の整備など、ハード・ソフトを総動員する「多重防御」の考え方で減災するとし

ました。 
   そして、海岸堤防については、津波が越流した場合でも施設の効果が粘り強く発揮できるよう

な構造物を整備していくことが必要と示されました。 
この中央防災会議の提言に基づく「海岸

における津波対策検討委員会」の方針を受

け、宮城県では、防潮堤の高さを決定する

ための設計津波の水位の決定や、粘り強い

構造の具体的な構造を示しました。 
そして、治山施設としての防潮堤の構造

については、これらの提言・方針を踏まえ

て検討し、決定しました。（図２） 
 

出典：｢海岸堤防等の被災状況分析｣ 
海岸における津波対策検討委員会 第３回会議資料 

図２ 構造決定のプロセス 



３ 取組の経過 ～構造の設計と調査・解析～ 

 (1) 構造の設計 

  ① 粘り強い構造 
先に述べた、粘り強い構造とは、基本的な考えとして、施設の破壊・倒壊までの時間を少しで

も長くする。あるいは、全壊に至る可能性を少しでも減らすことを目指した構造で、具体的には

以下のような工夫を施すものです。 
 

   ア 裏法尻部の保護 
     越流した津波で最初に被害を受ける裏法尻部をコン

クリート等で被覆し、洗掘に耐える構造とします。 
   イ 天端・法面被覆工の増厚 
     従来行ってきた天端及び法面被覆工の重量や強度を

上げ、津波の高速な水流でも流出しない構造にします。 
   ウ 波返し工の見直し 
    津波により倒壊等が確認された波返し

については、天端まで盛土し、前法、天

端、裏法を一体とすることで構造を強化

します。 
 
  ② 実際の施工例（野々下海岸治山工事） 
    ここで検討結果として、これらの構造を取り入れ、平成 24 年度より施工している野々下海岸

について説明します。（図３） 
防潮堤の高さは、T.P.+9.8m で、その高さ

まで背後盛土をし、前法から法尻まで一体的

な構造としました。 

また、天端及び裏法被覆に

ついては従来 20cm 程度だっ

たものを 50cm に増厚し、被

覆工を行います。 
さらに、法尻の保護につい

ては、止水矢板工を採用し、

ある程度の洗掘があった場合

でも法尻の侵食を防ぐ構造と

しました。 
なお、止水矢板の有効長（打

込長）は当該地域の被災状況

（洗掘深 1.5~2.0m）を考慮し、

2.0m としました。 

宮城県土木部 
｢東日本大震災公共土木施設等復旧方針｣(H24.2) より抜粋 

図３ 野々下海岸治山工事 標準断面図 



 (2) 調査・解析 

  ① 基礎地盤の液状化現象 
    ここからは、施設の耐震設計を検討するための調査・解析について述べます。 

本稿、被災状況の説明において、防潮堤が転倒・流失した状況をご覧頂きました。（写真１） 

ボーリング調査を行ったところ、そのような場所では、軟弱な粘性土や砂質土が基岩上に厚く堆

積した「埋没谷」と呼ばれる地形が確認され、併せて液状化判定においても「地盤が液状化する

可能性が高い」という結果が示されました。（図４） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このように、防潮堤が倒壊・流出した場所と埋没谷の位置がリンクしており、地盤の液状化が

倒壊・流失の一因であることが確認できます。 
 
  ② 動的解析（シミュレーション解析） 
    このような、地盤の液状化の可能性が示された箇所については、今回、施設の耐震設計を検討

するにあたり、より精度の高い、シミュレーションによる解析手法を導入しました。 
    従来の設計では、設定した断面について、転倒・滑動および地盤支持力に対する安定計算を経

て、断面を決定するが、耐震設計については、施設の規模が大きいものなどに限り、一定の地震

動を考慮した安定計算をおこない、安定性を確認してきました。これはあくまで転倒・滑動に対

する照査であり、施設の沈下については考慮されていません。 
防潮堤は施設の目的から、地震動に対し、設計高を保持することが重要であるため、今回の耐

震設計では従来の手法で決定した堤体断面に対し、最大クラスの地震動を想定したシミュレーシ

ョンをおこない、施設の沈下量を含めた各種変位量を照査しました。 
    解析のためのメッシュモデルは実際の土質試験等の結果を反映し、構築されているため、堤体

や基礎地盤の変形、応力、ひずみ量を高精度で判定できます。（図５） 
 
 
 
 
 
 
   

図５解析結果の一例（中央の突起が防潮堤）

図４ 地質断面図および液状化判定結果図



③ シミュレーション解析結果 
    ここで検討結果として、前述した埋没谷区間において実施したシミュレーション解析について

説明します。解析では現地盤上に施設を設置した場合と、地盤の液状化に対し、一定の条件で対

策工を施した場合の変位量の比較を行いました。 
    対策前の沈下量-44.7cm に対し、対策

後は-18.4cm となり、地盤の沈下が抑え

られたことが確認できました。（図６） 
    しかし、対策後においてもなお沈下が

確認されることから、地盤改良の工法や

改良率などのさらなる検討が必要であ

ると考えられます。 
 

 
 
 
４ 考察および今後の取り組み ～地盤改良工法の検討と住民への説明～ 

 (1) 地盤改良工法の検討 

   地盤改良の方法としては締固め工法、固結工法などが一般的ですが、それぞれ表のような工法・

特徴があります。各海岸ごとに、現地にあった工法を検討しますが、併せて、経済性、資材の供給、

工期等を含めて総合的に判断することが必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 住民への説明 

   事業を進めるにあたり、平成 24 年度より事業計画への理解を得るために森林管理署主催で 11 回、

他機関主催と合わせ延べ 50 回、住民説明会を行いました。 

図６ 地盤改良前後のシミュレーション結果 Ｙ軸変位（沈下量）

表 地盤改良の主な工法と特徴



先の野々下海岸においては、集落迂回のための工事専用路の設置等について地域住民と話し合い

を重ね、同意を頂くことができました。 
 

 (3) 今後の取り組み 

   今後は他の７海岸についても引き続き復旧事業を進めていくこととなりますが、施工にあたって

は関係機関との調整や地域住民の理解が必要不可欠となります。 
   同様に他の海岸についても、住民説明会等を通じ、懇切丁寧な説明を心掛け、早期の復旧に努め

ます。 




